
≪件名≫ 
相続診断システム活用術 第１５号＿贈与税シミュレーション使用上の注意点 
 
≪本文≫ 
相続診断システム導入企業各位 
（BCC で送信しております） 
 
第１５号では、贈与税シミュレーションの使用上の注意点を紹介します。 
 
1. 受贈者が直系尊属で未成年の場合の注意点 

受贈者が直系尊属で未成年である場合でも、成人後に特例贈与を使用できる者の場合、
贈与の種類は『暦年贈与（一般）』ではなく『暦年贈与（特例）』を選択します。 
未成年者に『暦年贈与（特例）』を選んだ場合、未成年の間は一般贈与、成人後は特例
贈与として自動計算されます。 

 

 
 
 
2. 法定相続人の中で既に相続時精算課税制度を使用している者がいる場合の注意点 

受贈者情報に相続時精算課税制度を選択している法定相続人がいて、その者が既に相続
時精算課税制度を使用している場合は、相続人情報の『相続時精算課税制度の活用情報』
欄に持ち戻し金額と贈与税を入力する必要があります。 

 



 
 
 
3. 受贈者情報に法定相続人以外（孫など）がいて、これから相続時精算課税制度を使用す

る場合の注意点 
法定相続人ではない孫へ贈与する場合の続柄は『受遺者』を選択します。 
そして法定相続人ではない孫がこれから相続時精算課税制度を使用する場合は、相続人
情報に孫（続柄：受遺者）の情報を入力する必要があります。 
このとき、孫が相続する財産がないのであれば、相続割合は空欄にします。 

 

 
 
 
贈与税シミュレーションの使い方につきましては、操作手順書（新贈与税シミュレーション
作成手順書）をご参照ください。 
 
 
相続診断システムを操作されているご担当者さまへ本メールを転送していただきますよう
お願いいたします。（ご担当者さまへ直接配信してほしい場合は、弊社まで担当者名とメー
ルアドレスをお知らせください） 
 
相続診断システム活用術の配信停止を希望される方は、配信停止するメールアドレスを弊



社までお知らせください。 
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